
理

由

千
九
百
七
十
六
年
の
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
六
年
の
議
定
書
の
改
正

に
伴
い
、
船
舶
の
所
有
者
等
が
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


